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加入者全員 40歳以上 
65歳未満の人

賦課方式 医療分 支援分 介護分

所　得　割　平成28年度基準総所得額
※基準総所得額＝総所得金額―33万円（①）

7.20%
（5.95％）

2.80%
（2.03％）

2.70%
（1.10％）

資　産　割
　固定資産税額に対して

28.10%
（36.0％）

3.30%
（6.30％）

5.30%
（9.0％）

均　等　割
　加入者１人あたり

25,400円
（17,200円）

8,200円
（5,200円）

10,300円
（7,000円）

平　等　割
　加入１世帯あたり

23,800円
（21,000円）

8,300円
（5,200円）

6,300円
（4,400円）

⬅ 14、15 ページへ続きます。

4月から国民健康保険税（国保税）の税率を改正しました

和水町の国民健康保険（国保）運営にご理解とご協力をお願いします。
和水町の国保運営は加入者の高齢化や医療技術の高度化などで医療費は年々増加する一方です。しか
し、加入者の減少により国保税収入は伸びず、また、国保会計の基金（預金）が底をついている厳しい財
政状況であることから、平成28年度からの国保税を引き上げることとなりました。
国保税は加入者の医療費をまかなうための大切な財源であり、今回の改正は、みなさんが安心して医療
を受けられる安定した国保事業の運営をするための負担増ですので、ご理解をお願いします。
また、日ごろの健康管理に努めていただくとともに、今後も和水町の国保運営にご協力をお願いします。

【平成28年度からの税率】

【国保税の計算方法】

※（　　）内は、平成27年度の税率

国保税は、前年中の収入や加入者数によって、世帯ごとに決まります。
（※平成28年度総所得金額は、平成27年中の収入）

所得割
総所得金額－33万円

（①）×税率
（加入者ごと）

資産割
固定資産税額

×税率
（加入者ごと）

均等割
加入者数×

１人あたりの金額

均等割

１世帯あたりの金額

①×7.20％
固定資産税額
×28.10％

加入者数
×25,400円

23,800円

①×2.80％
固定資産税額

×3.30％
加入者数

×8,200円
8,300円

①×2.70％
固定資産税額

×5.30％

医
療
分

支
援
分

介
護
分

加入者数
×10,300円

6,300円

＋

＋

＋

=

＋ =

=

=

＋

＋

＋

＋

＋

＋

すべての加入者
医療分　＋　支援分

40歳から
65歳未満の人
介護分

１年分の国保税

税
務
住
民
課
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